
門真市文化芸術推進基本計画素案（改訂版）に対する意見募集について 

 

 門真市文化芸術推進基本計画は、市民一人ひとりが文化芸術の推進を「自分ごと」として考え活動

するようになり、行政が市民の活動しやすい環境づくりをサポートし、門真市が文化芸術にあふれる

活力あるまち、クリエイティブ・シティになるため令和３(2021)年４月に、令和 13(2031)年３月まで

の 10年間の計画として策定し、令和７年度末に、計画策定から５年間を経過することから計画の中間

見直しを進めています。 

この計画素案（改訂版）について、パブリックコメントを実施し、皆さんの意見を募集します。市は、

皆さんより提出された意見を案に盛り込むかどうか検討を行い、提出された意見のあらましと意見に

対する市の考え方を公表します。 

 

○提出資格 

（１）市の区域内に住所を有する者 

（２）市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（３）市の区域内に存する学校に在学する者 

（４）市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体 

（５）前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有する者 

 

○閲覧場所 

 生涯学習課、市情報コーナー（別館１階）、市役所本館１階入口、保健福祉センター、 

ルミエールホール、南部市民センター、門真市民プラザ、門真市立公民館、北島図書館、門真図書館 

 

○意見の提出方法 

様式は自由としますが、案件名、住所、氏名、連絡先を記入し、意見箱に入れるか、市民文化部生涯

学習課に直接または、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、ＬｏＧｏフォームで提出してください。 

 

○募集期間 

令和８年１月９日(金)～１月 30日(金)※郵送の場合は１月 30日（金）必着 

 

○意見提出・問合先 

〒571-8585 門真市役所市民文化部生涯学習課 

電話番号（直通） 06-6902-7139 ＦＡＸ 06-6905-3264 

Ｅメールアドレス kys07@city.kadoma.osaka.jp 

注）いただいた意見は原則として公表しますが、それぞれの意見に対して直接の回答はいたしません。 

注）電話での意見は、受け付けません。 

ＱＲコード ＱＲコード 

※計画に関する本市のホームページはこちら ※ＬｏＧｏフォームでの意見提出はこちら 
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